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7）掛金等の払込みについて 

掛金等の払込について 

CP2019－0108  

掛金は３ヶ月分を一括してお支払いいただきます。

 

１．集金方法 
掛金は品代請求と同時決済となります。 
 

品代月度 集金する掛金等 
申込および 

異動手続締切日 

９月度 １０、１１、１２月分 ６月１５日 

12月度 １、２、３月分 １１月１５日 

３月度 ４、５、６月分 ２月１５日 

６月度 ７、８、９月分 ５月１５日 

（注）上記異動手続締切日までに手続きがなされた

場合は品代請求時に異動者分は反映されます。

締切日以降に手続きがなされた分は次回  

締切日分として次回の品代請求時に反映され

ます。 

 

2．払い込まれた掛金について 
払い込まれた掛金は返還されないことになっ

ておりますのでご了承願います。 

異動に伴う調整金についてはこの限りで

はありません。異動等の手続締切日までに

は必ず異動手続きをしてください。 
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